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(57)【要約】
【課題】電気掃除機用吸込具において、回動用アームか
らモータ等に接続する導線の配線が正規の位置にされず
そのまま組立されて、噛み込みによる断線、傷付け等が
発生する。
【解決手段】パイプ６と吸込室とを連結し上下方向に回
動するアーム１３と、電気掃除機本体からの電力をアー
ム１３内の孔部を通してブラシ回転用のモータ等へ伝達
する導線１７と、アーム１３の孔部の出口近傍に設けら
れ、アーム１３の孔部から飛び出た導線１７を挿入する
溝部５０を有したリブＡ２１と、リブＡ２１に隣接して
直交する方向に設けられたリブＢ２０とを備え、リブＡ
２１、リブＢ２０により、アーム１３の回動位置に関わ
らず、導線１７を位置規制する構成としたもので、組立
作業上での不具合による導線１７の噛み込みの恐れがな
くなり、断線、傷付け等による安全上の問題が解消でき
る。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
上部材と下部材とで構成され底面が下方に開口する吸込室と、前記吸込室の開口部を吸込
口として、前記吸込口に回転自在に軸支された回転ブラシと、前記吸込室に設けられ前記
回転ブラシを駆動するモータと、前記吸込具の後方部で吸込具の長手方向の略中方付近に
設けられたパイプと、前記パイプと前記吸込室とを連結し、前記上部材と下部材とで挟持
することで上下方向に回動するアームと、電気掃除機本体からの電力を前記回動するアー
ム内を通して前記モータへ伝達する導線と、前記アーム内に設けられ前記導線を通す孔部
と、前記上部材もしくは下部材における前記アームの孔部の吸込具側出口近傍に設けられ
、前記アームの孔部から飛び出た導線を挿入する溝部を有したリブＡと、前記回動するア
ームにおいて前記リブＡに隣接し前記リブＡと直交する方向に設けられたリブＢとを備え
、前記リブＡとリブＢとにより、前記アームの回動位置に関わらず、前記アームの孔部出
口近傍の導線を位置規制する構成とした電気掃除機用吸込具。
【請求項２】
リブＢはリブＡの溝部端面と隣接する構成とした請求項１に記載の電気掃除機用吸込具。
【請求項３】
リブＢはその断面形状を、アームの回動時に、リブＡの溝部に挿入された導線を圧迫する
ことがないように、直線あるいは曲線の組み合わせ形状とした請求項１または２に記載の
電気掃除機用吸込具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気掃除機用吸込具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来のこの種の電気掃除機用吸込具は以下に示すようなものが一般的である（例えば、
特許文献１参照）。すなわち、図９～図１２に示すように、吸込具３１の底面には下方に
開口する吸込室３９と、吸込室３９の開口部を吸込口３８とし、吸込口３８には回転自在
に設けられた回転ブラシ４０と、吸込室３９には回転ブラシ４０を駆動する駆動源３７（
モータ）と、吸込具３１の後方部であり長手方向の略中方付近に設けられたパイプ３６と
、パイプ３６と吸込室３９を連結するアーム４１と、電気掃除機本体からの電力をモータ
へ伝達する導線３５を有する電気掃除機用吸込具において、導線３５は吸込室３９のみの
無作為な位置に設けたリブＡ３３、リブＣ３４により、大きく屈曲しながら配線する構成
としてある。アーム４１は吸引具３１の上部材４３と下部材４２に設けた軸受部に挟持さ
れ、アーム回動軸４５を中心にアーム４１は前後に回動可能な構成としてある。
【特許文献１】特開平９－５６６４６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら上記従来の電気掃除機用吸込具では、導線の配線処理は組立作業者による
作業注意に依存し、図１１のようにリブＡ３３間に導線３５を配線していた。そのため、
作業上の不注意あるいは組立作業者への作業未徹底により、図１２のように導線３５がリ
ブＡ３３間の正規位置に配線されず、正規位置以外の位置に配線されて、そのまま上部材
４３を組立されることによる導線噛み込みで、導線の断線、傷付けが発生していた。以上
から導線断線、傷付けによる安全上の問題、また、導線不具合による再組立あるいは導線
断線が要因による他部品交換で発生するロスコスト増加、さらに、導線噛み込みを対策す
るための別部品追加や導線の引き回し作業あるいは、導線の噛み込み有無確認のための作
業チェックによる組立費増加、工数増加の課題があった。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
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　上記課題を解決するために本発明は、上部材と下部材とで構成され底面が下方に開口す
る吸込室と、前記吸込室の開口部を吸込口として、前記吸込口に回転自在に軸支された回
転ブラシと、前記吸込室に設けられ前記回転ブラシを駆動するモータと、前記吸込具の後
方部で吸込具の長手方向の略中方付近に設けられたパイプと、前記パイプと前記吸込室と
を連結し、前記上部材と下部材とで挟持することで上下方向に回動するアームと、電気掃
除機本体からの電力を前記回動するアーム内を通して前記モータへ伝達する導線と、前記
アーム内に設けられ前記導線を通す孔部と、前記上部材もしくは下部材における前記アー
ムの孔部の吸込具側出口近傍に設けられ、前記アームの孔部から飛び出た導線を挿入する
溝部を有したリブＡと、前記回動するアームにおいて前記リブＡに隣接し前記リブＡと直
交する方向に設けられたリブＢとを備え、前記リブＡとリブＢとにより、前記アームの回
動位置に関わらず、前記アームの孔部出口近傍の導線を位置規制する構成としたもので、
図６、図７のように、アームが回動する範囲において、リブＢにより導線が正規位置以外
の場所にいかないように規制できるため、組立作業上での不具合による導線の噛み込みの
恐れがなくなり、導線断線、傷付けによる安全上の問題がなく、導線不具合による再組立
あるいは導線断線が要因による他部品交換で発生するロスコストがなく、さらに、導線噛
み込みを対策するための別部品追加や導線の引き回し作業あるいは、導線の噛み込み有無
確認のための作業チェックによる組立費増加、工数増加をなくすことが可能となる。
【発明の効果】
【０００５】
　本発明の電気掃除機用吸込具は、アームの回動に関わらず、アーム端面から飛び出る導
線の位置規制が行え、正規位置以外でのセットを防止でき、組立作業上での不具合による
導線の噛み込みの恐れがなくなり、導線断線、傷付けによる安全上の問題がなく、導線不
具合による再組立あるいは導線断線が要因による他部品交換で発生するロスコストがなく
、さらに、導線噛み込みを対策するための別部品追加や導線の引き回し作業あるいは、導
線の噛み込み有無確認のための作業チェックによる組立費増加、工数増加をなくすことが
可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　第１の発明は、上部材と下部材とで構成され底面が下方に開口する吸込室と、前記吸込
室の開口部を吸込口として、前記吸込口に回転自在に軸支された回転ブラシと、前記吸込
室に設けられ前記回転ブラシを駆動するモータと、前記吸込具の後方部で吸込具の長手方
向の略中方付近に設けられたパイプと、前記パイプと前記吸込室とを連結し、前記上部材
と下部材とで挟持することで上下方向に回動するアームと、電気掃除機本体からの電力を
前記回動するアーム内を通して前記モータへ伝達する導線と、前記アーム内に設けられ前
記導線を通す孔部と、前記上部材もしくは下部材における前記アームの孔部の吸込具側出
口近傍に設けられ、前記アームの孔部から飛び出た導線を挿入する溝部を有したリブＡと
、前記回動するアームにおいて前記リブＡに隣接し前記リブＡと直交する方向に設けられ
たリブＢとを備え、前記リブＡとリブＢとにより、前記アームの回動位置に関わらず、前
記アームの孔部出口近傍の導線を位置規制する構成としたもので、組立作業上での不具合
による導線の噛み込みの恐れがなくなり、導線断線、傷付けによる安全上の問題がなく、
導線不具合による再組立あるいは導線断線が要因による他部品交換で発生するロスコスト
がなく、さらに、導線噛み込みを対策するための別部品追加や導線の引き回し作業あるい
は、導線の噛み込み有無確認のための作業チェックによる組立費増加、工数増加をなくす
ことが可能となる。
【０００７】
　第２の発明は、第１の発明のリブＢが、リブＡの溝部端面と隣接する構成としたもので
、上記リブＡ、リブＢに導線を容易に配線することができ、組立作業上での不具合による
導線の噛み込みの恐れがなくなり、第１の発明の効果に加え、組立性が更に向上するもの
である。
【０００８】
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　第３の発明は、第１または第２の発明のリブＢが、その断面形状を、アームの回動時に
、リブＡの溝部に挿入された導線を圧迫することがないように、直線あるいは曲線の組み
合わせ形状としたもので、前記アームに設けたリブＢと上部材もしくは下部材に設けたリ
ブＡの壁面が前記アームの全回動位置で略同一面とすることができ、第１または第２の発
明の効果に加え、アーム回動時のリブＡの溝部に挿入された導線のリブＢによる圧迫を防
止して導線を保護でき、品質をさらに向上できるものである。
【０００９】
　（実施の形態１）
　以下、本発明の第１の実施の形態について図面を用いて説明する。図１は本発明の吸込
具の上部材を外した平面図、図２は図１の同吸込具の導線配線箇所拡大した平面図、図３
は同吸込具の断面図、図４は同吸込具を構成するパイプとアーム部が連結した状態の側面
図、図５は同吸込具を構成する上部材Ｂを外したパイプとアーム部が連結した状態の平面
図、図６は同吸込具を構成する上部材Ｂを外した状態におけるアーム通常位置の斜視図、
図７は図６の状態からアームが上方向にθ度回動した時の斜視図、図８は同吸込具を装着
した電気掃除機の全体斜視図である。
【００１０】
　図１～図８において、１は吸込具であり電気掃除機用吸込具１は電気掃除機２に、ホー
ス３、延長管４を介して接続される。ホース３および延長管４は内部が中空になっており
、電気掃除２の後方に配置されている電動送風機５によって内部の空気が吸気、排出され
ることにより真空状態になり負圧がかかることで吸引風を発生させるものである。
【００１１】
　電気掃除機用吸込具１の前後方向に対する後方部、略中央付近には前後もしくは左右に
回動自在に保持されているパイプ６が設置されている。パイプ６は内部が中空状のパイプ
部６ａと上部材Ｂ６ｂで構成されており、一方を電気掃除５と延長管４ないしホース３を
介して接続される。他方は止め具１４によりアーム１３と接続され、パイプ６と接続側と
逆側のアームの開口部を吸引口７としてある。パイプ６はアーム１３の中心軸に対し、左
右約１８０度回動可能な構成としてある。アーム１３は吸引具１の上部材１５と下部材１
６に設けた軸受部に挟持され、アーム１３は前後に回動可能な構成としてある。
【００１２】
　一方、電気掃除機用吸込具１の底面は下方に開口する吸込口８を有し、吸込口８と吸引
口７を繋ぎ、電気掃除機用吸込具１内部に形成される空間部を吸込室９として構成されて
いる。
【００１３】
　吸込室９内部には吸込口８に臨み、かつ吸込室９内側前壁に到達する位置に回転自在に
軸支された回転ブラシ１０が設けられている。回転ブラシ１０はパイプ６が設置されてい
る左右どちらか、もしくは同軸上に構成された駆動源１１により動力を伝達されて回転運
動をするように構成されている。一般的にパイプ６の左右どちらか一方に駆動源１１を配
置した場合には、回転ブラシ１０と駆動源１１はベルト１２により張架されている。また
、駆動源１１には電動機（モータ）やタービンなどを使用されることが一般的であり、本
発明では、モータを使用している。駆動源１１を駆動させる電力は、電気掃除機２からホ
ース３、延長管４内の導線（図示なし）、電気掃除機用吸込具１内の導線１７、制御基板
１８、導線Ｂ１９を経由して供給される。ここで、導線１７はパイプ６、アーム１３、下
部材１６内部に配線され、制御基板１８に至る構成としてある。導線１７の位置を規制す
るために、アーム１３には導線１７が通る側に孔部２４を設け、孔部とアーム回動軸２５
間にリブＢ２０と下部材１６にはリブＡ２１、リブＣ２２、リブＤ２３を設けている。リ
ブＢ２０、リブＡ２１、リブＣ２２、リブＤ２３の各壁面は、同一面となるよう配置して
ある。特に、リブＢ２０はアーム１３の全回動位置で溝部Ａ２１の壁面と同一面となるよ
う、複数の直線、曲線で構成してある。また、リブＢ２０はアーム１３の外観面に対し、
段落ちした形状としてある。また、リブＡ２１は導線１７を挿入する略Ｕ字状の溝部５０
を備えている。
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【００１４】
　電気掃除機２を運転することにより電動送風機５が動き、電動送風機５の前方の空気を
吸気し、後方に排出されることにより真空状態になり負圧がかかることで吸引風を発生さ
せる。この負圧はホース３、延長管４を通じて電気掃除機用吸込具１に伝えられる。発生
した負圧は電気掃除機用吸込具１では吸引風となり被掃除面上の塵埃を吸引することがで
きる。
【００１５】
　負圧はまずパイプ６を通じて、吸込口８を通して吸引口７に伝達される。主に塵埃は吸
引口７から集塵されることになる。
【００１６】
　回転ブラシ１０は駆動源１１が電動機であった場合には電気掃除機２より電源の供給を
受け回転駆動することができる。また、タービンだった場合には負圧により発生する吸引
風によりタービンが駆動して、その動力が伝達される。回転ブラシ１０は回転動作するこ
とにより被掃除面を機械力によって掻き出し、磨きの動作を加えて塵埃を集塵するもので
ある。回転ブラシ１０によって集塵された塵埃は吸込室９を通じて吸引されることになる
。
【００１７】
　以上のように構成された電気掃除機用吸込具について、以下その動作、作用を説明する
。
【００１８】
　電気掃除機用吸込具１には上部材１５もしくは下部材１６で構成した底面が下方に開口
する吸込室９と、吸込室９の開口部を吸込口８とし、吸込口８には回転自在に軸支された
回転ブラシ１０と、吸込室９には回転ブラシ１０を駆動する駆動源１１であるモータと、
電気掃除機用吸込具１の後方部であり長手方向の略中方付近に設けられたパイプ６と、パ
イプ６と吸込室９を連結し、上部材１５と下部材１６で挟持することで上下方向に回動す
るアーム１３と、電気掃除機２本体からの電力を駆動源１１であるモータへ伝達する導線
１７を有し、上部材１５もしくは下部材１６に導線１７を配線するリブＡ２１と、アーム
１３には導線１７が通る孔部２４と、孔部２４の出口付近でかつリブＡ２１付近のアーム
１３部にリブＢ２０を設けることで、アーム１３の全回動位置でアーム１３部からの導線
１７の位置を規制する構成としたもので、下部材１６にパイプ６、アーム１３、導線１７
を組合せたユニット部品を組立てる時に、導線１７がリブＢ２０により位置が規制される
ため、導線１７が図１２のような位置にいかず、リブＡ２１間の正規位置に入ることがで
きる。よって、組立作業上での不具合による導線１７の噛み込みの恐れがなくなり、導線
１７断線、傷付けによる安全上の問題がなく、導線１７不具合による再組立あるいは導線
１７断線が要因による他部品交換で発生するロスコストがなく、さらに、導線１７噛み込
みを対策するための別部品追加や導線１７の引き回し作業あるいは、導線１７の噛み込み
有無確認のための作業チェックによる組立費増加、工数増加をなくすことが可能となる。
【００１９】
　また、アーム１３に設けたリブＢ２０はリブＡ２１導線配線用面に対して平行な位置関
係としたもので、下部材１６にパイプ６、アーム１３、導線１７を組合せたユニット部品
を上方向から挿入して組立てる時に、リブＢ２０とリブＡ２１導線配線用面が平行である
ため、リブＢ２０が導線１７配線時のガイドとなり、導線１７が図１２のような位置にい
かず、導線１７をリブＡ２１間の正規位置に容易に配線することができる。さらに、リブ
Ｃ２２、リブＤ２３により、逆側の導線１７位置も規制することができ、より導線１７を
正規位置に配線し易くなる。よって、組立作業上での不具合による導線１７の噛み込みの
恐れがなくなり、導線１７断線、傷付けによる安全上の問題がなく、導線１７不具合によ
る再組立あるいは導線１７断線が要因による他部品交換で発生するロスコストがなく、さ
らに、導線１７噛み込みを対策するための別部品追加や導線１７の引き回し作業あるいは
、導線１７の噛み込み有無確認のための作業チェックによる組立費増加、工数増加をなく
すことが可能となる。
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【００２０】
　また、アーム１３に設けたリブＢ２０は、アーム１３に設けたリブＢ２０と上部材１５
もしくは下部材１６に設けたリブＡ２１の壁面がアーム１３の全回動位置で同一面なるよ
う、複数の直線、曲線形状の組み合わせで構成したもので、下部材１６にパイプ６、アー
ム１３、導線１７を組合せたユニット部品を上方向から挿入して組立てる時に、ユニット
部品がある程度傾斜していてもリブＢ２０が導線１７配線時のガイドの役割を果たすこと
ができると共に、アーム全回動時においてリブＢ２０による導線１７への傷付け、挟み込
み等を引き起こす恐れがない。よって、組立作業上、通常使用上での不具合による導線１
７の噛み込みの恐れがなくなり、導線１７断線、傷付けによる安全上の問題がなく、導線
１７不具合による再組立あるいは導線１７断線が要因による他部品交換で発生するロスコ
ストがなく、さらに、導線１７噛み込みを対策するための別部品追加や導線１７の引き回
し作業あるいは、導線１７の噛み込み有無確認のための作業チェックによる組立費増加、
工数増加をなくすことが可能となる。
【００２１】
　また、アーム１３に設けたリブＢ２０は、アーム１３の外観面に対し、段落ちの形状と
したもので、段落ち形状でリブＢ２０と吸込室９を構成する下部材１６間に隙間を設ける
ことで、異物付着および侵入等による摺動抵抗増加を防ぐことがきる。よって、異物付着
および侵入等が原因によるパイプ６、アーム１３の回動力増加を防ぐことができる。
【産業上の利用可能性】
【００２２】
　以上のように本発明にかかる電気掃除機用吸込具は、組立作業上での不具合による導線
の噛み込みの恐れがなくなり、導線断線、傷付け等による安全上の問題を解消でき、同じ
く回転自在なパイプ、アームを有し、内部に導線を配線する電化機器製品に、幅広く応用
可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の実施の形態１における電気掃除機用吸込具の上部材を外した状態の平面
図
【図２】図１の電気掃除機用吸込具の導線配線箇所を拡大した状態の平面図
【図３】同電気掃除機用吸込具の断面図
【図４】同電気掃除機用吸込具を構成するパイプとアーム部が連結した状態の側面図
【図５】同電気掃除機用吸込具を構成する上部材Ｂを外し、パイプとアーム部が連結した
状態の平面図
【図６】同電気掃除機用吸込具を構成する上部材を外した状態におけるアーム通常位置の
斜視図
【図７】図６の状態からアームが上方向にθ度回動した状態の斜視図
【図８】同電気掃除機用吸込具を装着した電気掃除機の全体斜視図
【図９】従来の電気掃除機用吸込具を構成するパイプとアーム部が連結した状態の側面図
【図１０】従来の電気掃除機用吸込具の上部材を外した状態の平面図
【図１１】従来の電気掃除機用吸込具において、正規の位置に導線を配線した状態におけ
るアームが通常位置の要部断面斜視図
【図１２】従来の電気掃除機用吸込具において、不正規の位置に導線を配線した状態にお
けるアームが通常位置の要部断面斜視図
【符号の説明】
【００２４】
　１　　電気掃除機用吸込具
　６　　パイプ
　８　　吸込口
　９　　吸込室
　１３　アーム
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　１６　下部材
　１７　導線
　２０　リブＢ
　２１　リブＡ
　２４　孔部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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